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緊急事態宣言 発令 
宮城県のコロナウイルス感染拡大に伴い、「緊急事態宣言」が発令されました。 

その間、吉田地区の各施設も閉館する事になりました。 

【対象施設】 ・吉田公民館 ・吉田体育館  

・善王寺コミュニティセンター・平筒沼ＹＯＵＹＯＵ館 

【期間】 8月 27日（金）から 9月 12日（日）まで（延長の可能性あり） 
【今後の対応】 

・コロナウイルスの感染拡大状況に応じて、緊急事態宣言が延長される可能性があります。 

9 月以降の事業についても中止や延期となる場合があります。開催中止が決まり次第、ホームペー

ジや公民館だよりにてお知らせします。 

熱中症に気をつけて 

 毎日暑い日が続いています。その中でもマスクを毎日着ける生活が続いています。マスクを着け

ていると呼吸がし辛く、体に負担をかけてしまいます。その為、高温や多湿といった環境下での 

マスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるので、屋外で人と十分な距離（少なくとも

２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクを外すようにしましょう。 

マスクを着用する場合には、強い負荷の作業や運動は避け、こまめに水分補給を心がけましょう。

また、周囲の人との距離を十分にとれる場所で、マスクを一時的に外して休憩することも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集落支援員 ごあいさつ 

初めまして。新しく集落支援員に就いた伊藤峻（いとうたかし）です。昭和 62年生まれ。 

登米高校卒業後、松島鐵鋼に 13年、コメリに 1年勤めまして、この度、吉田公民館の集落

支援員に就任いたしました。行政区は中新田です。吉田地区の方々には大変お世話になって

おり、これまでの経験と知識を地元の為に活かせるよう尽力して参ります。 

地域の皆様にはご指導ご協力を、よろしくお願い申し上げます。 

 

裏面もご覧ください 

こまめな水分補給をしましょう 


